
 

【給与所得金額の算出方法】 

給与等の総収入額 給与所得額 

０円 ～   ６５０，９９９円 ０ 円 

６５１，０００円 ～ １，６１８，９９９円 収入金額 － ６５０，０００ 円 

１，６１９，０００円 ～ １，６１９，９９９円 ９６９，０００ 円 

１，６２０，０００円 ～ １，６２１，９９９円 ９７０，０００ 円 

１，６２２，０００円 ～ １，６２３，９９９円 ９７２，０００ 円 

１，６２４，０００円 ～ １，６２７，９９９円 ９７４，０００ 円 

１，６２８，０００円 ～ １，７９９，９９９円 

収入金額÷４ 

(千円未満切捨て) 
Ｂ Ｂ×2.4円 

１，８００，０００円 ～ ３，５９９，９９９円 Ｂ×2.8-180,000 円 

３，６００，０００円 ～ ６，５９９，９９９円 Ｂ×3.2-540,000 円 

６，６００，０００円 ～ ８，４９９，９９９円 収入金額 × 0.9 － 1,200,000 円 

８，５００，０００円 ～  収入金額  － ２，０５０，０００ 円 

 

【公的年金所得金額の算出方法】                      

受給者の年齢 収入金額 所得金額 

65歳以上 

0～3,299,999円 収入金額－1,200,000円 

3,300,000円～4,099,999円 収入金額×0.75－375,000円 

4,100,000円～7,699,999円 収入金額×0.85－785,000円 

7,700,000円～9,999,999円 収入金額×0.95－1,555,000円 

１０，０００，０００円～ 収入金額 ― ２，０５５，０００円 

65歳未満 

0～1,299,999円 収入金額－700,000円 

1,300,000円～4,099,999円 収入金額×0.75－375,000円 

4,100,000円～7,699,999円 収入金額×0.85－785,000円 

7,700,000円～9,999,999円 収入金額×0.95－1,555,000円 

１０，０００，０００円～ 収入金額 ― ２，０５５，０００円 

※ 65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった翌年の 1月 1日時点の年齢によります 

別表 １ 



【各種控除額】  
【収入を証明する書類】 

 区  分 必 要 な 書 類 

給 与 所 得 者 

※前年の 1月 1日以前から同じ職場に勤務している方 

① 最新の 「課税所得証明書」 
② 最新の 「源泉徴収票」   ＊①、②のどれか１つ 
※前年の 1月 2日以降に勤務先が変わった方 

① 給与所得証明書 
(市営住宅管理センター又は勤務先の様式に現勤務先の証明を受ける) 

自営業者等 
① 最新の 「課税所得証明書」 
② 最新の「確定申告書の控え」  ＊①、②のどれか１つ 

年金受給者 
① 最新の 「課税所得証明書」 
② 最新の 「源泉徴収票」    ＊①、②のどれか１つ 

失業中の方 

① 「離職票」 
② 「雇用保険受給資格者証」 
③ 「退職証明書」             ＊①、②、③のどれか１つ 

生活保護受給者 
① 最新の 「課税所得証明書」 
② 生活保護受給証明書  

主婦・学生など ① 最新の 「課税所得証明書」  
控除の種類 控除対象者 控除額 

同居親族・ 

扶養親族等控除 

同居者または所得税法上の同一生計配偶者若しくは同居以

外の扶養親族 

一人につき 

３８０，０００ 

老人扶養親族控除 

同居親族・扶養親族控除対象者のうち、年齢７０歳以上で同

一生計配偶者または所得税法上の老人扶養親族として認め

られている方 

一人につき 

１００，０００ 

特定扶養親族控除 
同居親族・扶養親族控除対象者のうち、年齢 16歳以上 23

歳未満で扶養親族として認められている方 

一人につき 

２５０，０００ 

障がい者控除 

申込者または同居親族・扶養親族控除対象者のうち、障がい

(精神２・３級、身体３～6 級、療育 B）があり手帳等の交

付を受けている方 

一人につき 

２７０，０００ 

特別障がい者控除 

申込者または同居親族・扶養親族控除対象者のうち、重度の

障害(精神 1級、身体１～2級、療育 A)があり手帳等の交付

を受けている方 

一人につき 

４００，０００ 

寡婦(夫)控除 入居者のうち所得税法上の「寡婦」に該当する方 
２７０，０００ 

（限度） 

ひとり親控除 入居者のうち所得税法上の「ひとり親」に該当する方 
３５０，０００ 

（限度） 
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